
～アジア・太平洋経済社会委員会
（ESCAP）第48回総会
（’92年4月14～23日・北京）より～

「アジア・太平洋障害者の十年」

決議（仮訳）

〔解　説〕

久保耕造・東京コロニー事務局次長

原
文
…
英
語

4
8
／
…
　
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
、
一
九
九
三
年
－

二
〇
〇
二
年

提
案
国
…
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
、
ブ
ル
ネ
イ
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
、
中
国
、
朝

鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
、
フ
ィ
ジ
ー
、
香
港
、
イ

ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
（
イ
ス
ラ
ム
共
和

国
）
、
日
本
、
キ
リ
バ
ス
、
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和

国
、
マ
カ
オ
、
マ
レ
イ
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
マ
ー

シ
ャ
ル
諸
島
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
（
連
邦
）
、
モ
ン
ゴ

ル
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ネ
パ
ー
ル
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
、
大
韓
民
国
、
パ
ラ
オ
共
和
国
、
ロ
シ
ア

連
邦
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会
は
、

障
害
者
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
に
つ
い
て
の
一
九
八
二
年
十

二
月
三
日
の
国
連
総
会
決
議
（
3
7
／
5
2
）
と
、
国
連
総
会
が
一

九
八
三
年
か
ら
一
九
九
二
年
を
国
連
障
害
者
の
十
年
と
宣
言
し

た
障
害
者
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
の
実
施
に
関
す
る
一
九
八

二
年
十
二
月
三
日
の
決
議
（
3
7
／
5
3
）
を
は
じ
め
と
す
る
障
害

問
題
に
関
す
る
全
て
の
総
会
並
び
に
経
済
社
会
理
事
会
決
議
を

想
起
し
、

国
際
障
害
者
年
の
目
的
で
あ
る
「
完
全
参
加
と
平
等
」
の
効

果
的
な
実
施
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
関
わ
る
、
国
際
障
害
者
年

に
つ
い
て
の
一
九
八
〇
年
三
月
二
十
九
日
の
E
S
C
A
P
決
議

2
0
7
（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅴ
Ⅰ
）
を
も
想
起
し
、

障
害
の
危
険
が
高
齢
化
と
共
に
高
ま
り
、
ま
た
域
内
各
国
で

予
測
さ
れ
る
社
会
の
急
速
な
高
齢
化
に
伴
い
、
障
害
者
の
数
が

相
当
、
増
加
す
る
こ
と
に
留
意
し
、

国
連
障
害
者
の
十
年
が
障
害
問
題
へ
の
認
識
を
高
め
、
E
S

C
A
P
地
域
で
の
障
害
予
防
と
障
害
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
両
面
で
か
な
り
の
進
展
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
と
り
わ

け
、
開
発
途
上
国
と
後
発
開
発
途
上
国
に
お
け
る
障
害
者
対
策

に
格
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
認
識
し
、

一
九
九
一
年
十
月
の
第
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
社
会
福
祉
・

社
会
開
発
閣
僚
会
議
が
第
二
の
障
害
者
の
十
年
へ
の
支
持
を
表

明
し
た
こ
と
に
留
意
し
、

更
に
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会
に
よ
っ
て
一

九
九
一
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け

る
国
連
障
害
者
の
十
年
の
成
果
を
評
価
す
る
専
門
家
会
議
が
、

E
S
C
A
P
地
域
で
の
現
在
ま
で
の
成
果
を
さ
ら
に
確
実
に
す

る
た
め
に
第
二
の
障
害
者
の
十
年
が
必
要
で
あ
る
と
勧
告
し
た

こ
と
に
留
意
し
、

一
、
E
S
C
A
P
地
域
で
一
九
九
二
年
以
降
、
障
害
者
に
関
す

る
世
界
行
動
計
画
の
実
施
に
向
け
て
新
た
な
刺
激
を
与
え
る

と
共
に
、
同
世
界
行
動
計
画
の
目
標
、
特
に
完
全
参
加
と
平

等
の
達
成
に
影
響
し
て
い
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
域
内

協
力
の
強
化
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
三
年
か
ら
二
〇
〇
二

年
を
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
と
宣
言
す
る
。

二
、
経
済
社
会
理
事
会
及
び
国
連
総
会
に
対
し
、
本
決
議
を
承

認
し
、
世
界
レ
ベ
ル
で
本
決
議
の
実
施
へ
の
支
持
を
勧
め
る

よ
う
要
請
す
る
。

三
、
全
て
の
加
盟
国
、
準
加
盟
国
政
府
に
対
し
障
害
者
の
完
全
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参
加
と
平
等
を
促
進
す
る
施
策
の
策
定
を
目
的
と
し
、
以
下

の
諸
事
項
を
含
む
自
国
、
自
地
域
で
の
障
害
者
の
状
況
を
レ

ビ
ュ
ー
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

a
　
経
済
・
社
会
開
発
に
お
け
る
障
害
者
の
参
加
を
促
進
す

る
た
め
の
国
内
政
策
と
計
画
の
策
定
及
び
実
施
。

b
　
障
害
者
問
題
に
関
す
る
国
内
調
整
委
員
会
の
設
立
及

び
強
化
。
同
委
員
会
内
で
の
障
害
者
、
障
害
者
組
織
の
役

割
と
適
切
且
つ
効
果
的
な
代
表
の
強
調
。

c
　
国
際
開
発
機
関
・
N
G
O
と
協
力
し
、
障
害
者
へ
の
地

域
に
根
ざ
し
た
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
と
家
族
へ
の
サ
ー

ビ
ス
提
供
の
た
め
の
支
援
。

d
　
障
害
を
持
つ
児
童
・
成
人
へ
の
肯
定
的
な
態
度
を
涵
養

す
る
た
め
の
特
別
な
努
力
と
障
害
を
持
つ
児
童
・
成
人
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
教
育
、
雇
用
、
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
活
動
、
物
理
的
環
境
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
改
善

四
、
障
害
に
関
す
る
要
素
を
各
機
関
の
活
動
計
画
に
系
統
だ
て

て
統
合
し
、
本
決
議
の
各
国
内
で
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め

に
、
関
連
す
る
全
て
の
国
連
シ
ス
テ
ム
の
専
門
機
関
と
機
関

に
E
S
C
A
P
地
域
内
で
実
施
中
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
調
査
を
行
な
う
よ
う
要
請
す
る
。

五
、
障
害
者
組
織
の
能
力
と
活
動
を
強
化
す
る
た
め
に
、
社
会

開
発
分
野
の
非
政
府
組
織
に
、
そ
の
経
験
と
専
門
知
識
を
活

用
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

六
、
障
害
を
持
つ
市
民
が
潜
在
的
可
能
性
を
完
全
に
発
揮
で
き

る
手
段
を
整
備
す
る
た
め
に
、
政
府
機
関
と
協
力
す
る
と
共

に
、
自
助
能
力
を
高
め
る
た
め
に
、
先
進
国
と
途
上
国
の
障

害
者
間
の
結
び
付
き
を
強
化
す
る
よ
う
、
障
害
者
組
織
に
要

請
す
る
。

七
、
以
下
の
面
で
、
加
盟
国
・
準
加
盟
国
政
府
を
支
援
す
る
よ

う
事
務
局
長
に
要
請
す
る
。

a
　
新
「
十
年
」
で
の
国
内
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
・
実

施
b
　
建
築
物
、
公
共
施
設
、
運
輸
・
通
信
シ
ス
テ
ム
、
情

報
、
教
育
・
訓
練
、
福
祉
機
器
へ
の
障
害
者
の
ア
ク
セ
ス

を
促
進
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
立
法
の
策
定
と
実

施

八
、
「
十
年
」
終
了
ま
で
、
本
決
議
の
実
施
に
つ
い
て
本
委
員

会
に
二
年
毎
に
報
告
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
十
年
」
の
勢
い

を
維
持
す
る
た
め
の
行
動
を
本
委
員
会
に
勧
告
す
る
よ
う

事
務
局
長
に
要
請
す
る
。

［
解
説
］

一
九
九
二
年
四
月
二
十
三
日
に
、
北
京
で
開
催
さ
れ
て
い
た

第
四
八
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会
（
E
S
C
A
P
）

に
お
い
て
、
一
九
九
三
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
を
「
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
障
害
者
の
十
年

と
す
る
こ
と
が
決
議

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
初
は
中
国
か
ら
の
提
案
と
し
て
準
備
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
日
本
を
含
む
三
三

カ
国
の
共
同
提
案
と
な
り
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。こ

の
決
議
は
あ
る
日
突
然
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九

九
一
年
八
月
に
バ
ン
コ
ク
で
開
催
さ
れ
た
「
国
連
・
障
害
者
の

十
年
」
の
評
価
に
関
す
る
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
専
門
家
会
議

で
は
、
全
員
一
致
で
「
障
害
者
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
」
の

目
標
達
成
に
は
ほ
ど
遠
い
現
状
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
「
国
連
・
障
害
者
の
十
年
」
の
継
続
を
訴
え
る
提
言

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
一
年
の
八
月
に
香
港
で
開
催
さ

れ
た
R
I
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
委
員
会
に
お
い
て
も
、
国

連
が
第
二
次
「
障
害
者
の
十
年
」
を
行
う
こ
と
の
必
要
性
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
同
年
の
一
〇
月
に
東
京
で
開
催

さ
れ
た
第
二
回
世
界
盲
人
連
合
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
会
議
、

同
時
期
に
マ
ニ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
第
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
社

会
福
祉
・
社
会
開
発
閣
僚
会
議
な
ど
で
も
同
様
の
指
摘
や
確
認

が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
国
内
で
は
、
一
九
九
二
年
三
月
一
六
日
の
参

議
院
予
算
委
員
会
総
括
質
疑
に
お
い
て
、
山
下
厚
生
大
臣
か

ら
、
E
S
C
A
P
に
提
案
が
予
定
さ
れ
て
い
た
「
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
の
障
害
者
の
十
年
」
へ
の
支
持
表
明
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら

に
、
国
際
障
害
者
年
日
本
推
進
協
議
会
や
日
本
身
体
障
害
者
団

体
連
合
会
が
、
E
S
C
A
P
開
催
直
前
の
四
月
七
日
に
柿
沢
外

務
政
務
次
官
（
北
京
で
の
E
S
C
A
P
総
会
へ
の
日
本
政
府
代

表
）
、
四
月
一
三
日
に
は
山
下
厚
生
大
臣
、
そ
し
て
四
月
一
六

日
に
は
宮
澤
総
理
大
臣
を
訪
問
し
、
E
S
C
A
P
に
お
い
て
「
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
の
障
害
者
の
十
年
」
が
提
案
さ
れ
た
際
に
は
ぜ

ひ
賛
同
し
て
ほ
し
い
旨
の
要
望
を
行
っ
た
。

E
S
C
A
P
で
は
、
す
で
に
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
障
害
者
の

十
年
、
一
九
九
三
－
二
〇
〇
二
…
行
動
へ
の
課
題
」
と
題
す
る

文
書
の
策
定
作
業
に
は
い
っ
て
お
り
、
す
で
に
新
し
い
「
十
年
」

の
胎
動
が
は
じ
ま
り
つ
つ
あ
る
。
欧
米
に
比
べ
れ
ば
遅
れ
も
目

立
つ
わ
が
国
で
は
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
い
て

は
大
い
な
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
（
久
保
耕
造
・
東
京
コ
ロ
ニ
ー
事
務
局
次
長
）
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